
 

 

 

 

 

第３０回岩手県環境審議会  会議録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時   平成２７年２月２日（月）１３時３０分～  

場  所   ホテルルイズ３階  万葉の間  

 

 

 



１．開    会 

 

〇工藤環境生活企画室企画課長 

 それでは、ただいまから第30回岩手県環境審議会を開会いたします。 

 御出席いただいている委員の皆様は、委員総数28名中24名でございます。過半数に達して

おりますので、岩手県環境審議会条例第７条第２項の規定により会議が成立していることを

ご報告申し上げます。 

 なお、審議会等の会議の公開に関する指針に基づきまして、当審議会にあっては会議録を

公表するまでの期間、会議内容を録音した音声情報をインターネットの県のホームページに

て公開することとしております。あらかじめご了承願います。 

 

２．あ い さ つ 

 

〇工藤環境生活企画室企画課長 

 では、初めに風早環境生活部長よりご挨拶を申し上げます。 

〇風早環境生活部長  

 本日は皆様大変お忙しい中、また大変気温が低い中、当審議会にご出席をいただきまして

ありがとうございます。また、委員の皆様方におかれましては日ごろから県の環境行政の推

進にご支援、ご協力を力強くいただいておりますことを改めましてこの場をおかりしまして

御礼を申し上げます。 

 さて、本日は来年度に策定を予定しております第２次岩手県循環型社会形成推進計画、こ

れについてご審議いただくための特別部会の設置について御議論をいただきます。そのほ

か、各部会で御審議をいただいております事項を御報告いただくこととしております。 

 また、事務局からは東日本大震災津波による災害廃棄物の記録や、平成25年度環境基本計

画の進捗状況について御報告を申し上げることとしております。 

災害廃棄物につきましては、本日柳村市長もご出席いただいておりますが、滝沢市様を初

めとする内陸の市町村並びに関係各位の御協力もいただきまして、何とか昨年の３月までに

処理を終了することができました。この場をおかりしまして改めて厚く御礼を申し上げます。 

 また、環境基本計画については計画期間が平成33年に終了する見込みになってございまし

て、目標値の設定等について計画の中間年に当たります来年度にこれも御審議をいただく予

定としておりますので、その進捗状況等についても忌憚のないご意見を頂戴したく存じてお
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ります。 

 本日は限られた時間ではございますが、委員の皆様には活発な御審議をお願い申し上げま

して、簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。何とぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

３．議    事 

 （１） 循環型社会計画策定特別部会の設置について 

 

〇工藤環境生活企画室企画課長 

 それでは、ただいまから議事に入らせていただきます。 

 議事の進行につきましては、審議会条例第３条第２項の規定により会長が議長を務めるこ

ととされております。以降の進行は大塚会長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

〇大塚会長 本日はお忙しい中ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 岩手県の環境基本計画の基本目標に、みんなの力で次代に引き継ぐいわての「ゆたかさ」

という言葉がございます。この言葉を実感させる出来事が今朝ありまして、岩手大学工学部

のキャンパスの中にある私の部屋の窓の前を毎年冬になりますとハクチョウが飛んでいき

ます。今朝、今年は初めてそれを見たのですが、これを見て改めて県都、都市の中心にあり

ながらハクチョウが飛翔するところに住めて本当に幸せだなと思う反面、この豊かさを次の

世代に引き継いでいくということも非常に大切な我々の役目だということを実感いたしま

した。 

 実は20年ほど前までは高松の池にハクチョウが来ることはございませんでした。真冬にな

りますと完全に氷結しまして、ハクチョウは餌もとれませんで来なかったのですが、この十

五、六年ほど前から飛翔するようになりました。これは、やはり氷結しなくなったというの

が地球温暖化の影響、あるいはヒートアイランド現象の影響なのかとも考えています。環境

の問題というのは絶えず現在進行形で進んでおります。こういった、いろんなところに配慮

しながら、環境行政あるいは環境の取り組みを進めていかなくてはならないのではないかと

いうことを改めて感じました。 

 御挨拶が長くなりましたけれども、本日は議事、そして部会報告等ございますけれども、委

員の皆様にはどうぞ活発な御意見いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 お手元の次第見ていただきますと、まず議事１件ございますけれども、議事の１番目「循
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環型社会計画策定特別部会の設置について」をお諮りいたします。 

 まず、事務局より説明をお願いいたします。 

〇大泉資源循環推進課総括課長 

 資料ナンバー１に基づきまして循環型社会計画策定特別部会の設置について御説明いた

します。 

 まず、岩手県循環型社会形成推進計画の概要について説明させていただきたいと思います

ので、先に資料１の４ページをお開き願います。現在の岩手県循環型社会形成推進計画につ

きましては、循環型社会形成推進基本法に基づき、本県における循環型社会の形成を推進す

るための基本計画として、平成23年３月に策定したものでございます。また、この計画は廃

棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく本県の第３次廃棄物処理計画としても位置づけ

られております。現在の計画は、計画期間を平成23年度から平成27年度までの５カ年間とし

て定めておりまして、次期計画は平成28年度から平成32年度までの５カ年とする予定でござ

います。 

 それでは、１ページにお戻り願います。まず、部会の設置の目的でございますが、次期計

画の計画期間を平成28年度から５年間とする予定でございまして、その新しい計画の内容を

この環境審議会で御審議していただくに当たりまして、総合的な見地から集中的に審議をし

ていただく必要がございまして、環境審議会条例第８条第１項の規定により循環型社会計画

策定特別部会を設置しようとするものでございます。 

 審議いただく事項でございますが、廃棄物処理を含む循環型社会形成推進のための基本計

画に関する事項としております。 

 また、部会の構成員についてでございますが、条例第８条第２項の規定により、審議会委

員及び専門委員をもって組織しようとするものでございまして、前回、平成22年度でござい

ますが、そのときの策定時に設置いたしました部会と同数の合計７人を想定しております。 

 部会の委員の構成についてでございますが、審議会委員から大学の先生など３名、また専

門委員として市町村清掃協議会などの関係団体から推薦された方などを４名とし、今年度中

に人選を行いまして、審議会会長から指名をしていただく予定としております。また、部会

の委員が決定いたしました際には、審議会委員の皆様に御報告をする予定としております。 

 今後のスケジュールについてでございますが、本日の審議会で部会を設置していただ

き、後日委員の指名手続を行いました上で、平成27年度に年４回程度部会を開催する予定で

ございます。また、次回、６月頃かと思いますが、環境審議会では現在の循環型社会形成推

進計画の現状と課題について説明を行い、その後更に部会で御審議をいただきまして、その
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結果を踏まえて11月頃までに計画素案を作成し、パブリックコメントを実施の上、来年２月

頃の環境審議会で最終的な計画案を審議していただき、そして同年３月に次期計画として策

定する予定としております。 

 最後に、環境審議会条例及び環境審議会運営規程の関係部分の抜粋を２ページ、また循環

型社会計画策定特別部会設置要綱案を３ページに示しておりますが、説明は省略させていた

だきます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。 

〇大塚会長 

 循環型社会計画策定特別部会の設置について説明ございましたけれども、ただいまの御説

明内容につきまして御質問等ございますでしょうか。特にございませんでしょうか。 

〇大塚会長 

 それでは、お諮りいたします。 

 議事の１、循環型社会計画策定特別部会の設置について、原案のとおり部会を設置するこ

とについて御異議なしといたしまして、原案のとおり決定いたします。どうもありがとうご

ざいました。 

 本日の議事はこの１件でございます。 

 

４．部 会 報 告 

  （１） 大気部会 

  （２） 水質部会 

  （３） 自然・鳥獣部会 

  （４） 温泉部会 

 

〇大塚会長 

 次は、次第の４の部会報告に移ります。 

 環境審議会条例第８条第３項の規定によりまして、部会の議決をもって審議会の議決とす

ることができることとされている事項がございまして、本日はその審議結果について報告を

いただくものです。 

 まず最初に、大気部会報告を丹野部会長さんからお願いいたします。 

〇丹野大気部会長 

 大気部会の報告をさせていただきます。平成27年１月26日に大気部会を開催しまして、大
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気汚染防止法に基づく平成27年度測定計画、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく平成

27年度ダイオキシン類調査測定計画、都市計画法に基づく騒音に係る環境基準を当てはめる

地域及び騒音、振動及び悪臭の規制地域の変更について審議を行いました。これらの審議結

果について報告いたします。 

 最初に、資料２―１の平成27年度大気汚染調査測定計画についてですが、大気汚染防止法

に基づく環境大気常時監視については、盛岡市実施分の２地点を含め県内11市１町の15地点

で、窒素酸化物、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質、光化学オキシダント、非

メタン炭化水素、一酸化炭素の７項目について測定することとしております。また、有害大

気常時監視については盛岡市実施分の１地点を含めて県内８地点において、ベンゼンなど計

22物質を測定する計画となっております。今回の計画内容は適正なものであり、事務局案の

とおりとすることとして議決いたしました。 

 続きまして、資料２―２になりますが、平成27年度ダイオキシン類調査測定計画について

ですが、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく一般環境の大気について、盛岡市実施分の

１地点を含めて県内６地点において、一般環境で５地点、沿道で１地点測定する計画となっ

ております。また、発生源周辺の大気については盛岡市での実施分を含めて４地点で測定す

る計画となっております。今回の計画内容は適正なものであり、事務局案のとおりとするこ

ととして議決いたしました。 

 最後に、資料２―３でございますが、騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法に基づく規

制地域の変更についてですが、騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域は、生活環境を

保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準を当てはめる地域につ

いて県知事が指定しているものです。また、騒音、振動及び悪臭規制地域は特定の施設や事

業所、または建設作業から発生する騒音、振動及び悪臭を防止することにより、住民の生活

環境を保全する必要があると認められる地域を県知事が指定しているものです。これらの地

域の指定は、原則として都市計画法の用途地域に準拠して行っております。都市計画法の用

途地域は、住居、商業及び工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的とし

て指定されているものであり、生活環境の保全という見地から行われる騒音等の規制地域の

指定と一致することが適当であるということから、これらに準拠して行っているもので

す。今回の変更内容は、矢巾町及び大槌町において都市計画法第８条第１項第１号に規定す

る用途地域が変更されたことに伴い、これに準拠して規制地域の変更を行うものであり、変

更が適当であるとして、事務局案のとおり変更を指定することとして議決いたしました。 

 以上でございます。 
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〇大塚会長 

 ただいまの大気部会報告につきまして御質問などございますでしょうか。特にございませ

んでしょうか。それでは、ただいまの大気部会報告は了承したということで、次に進ませて

いただきます。 

 次は水質部会報告を千葉部会長さんからお願いいたします。 

〇千葉水質部会長 

 お手元の資料のほうは資料のナンバー３と、それから３―１、２，３、４になります。 

 平成26年12月２日付で、県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条

例施行規則に定める基準値の改正について、書面によりまして審議を行いました。また、平

成27年１月23日に水質部会を開催いたしまして、水質汚濁防止法に基づく平成27年度公共用

水域及び地下水質測定計画並びにダイオキシン類対策特別措置法に基づく平成27年度ダイ

オキシン類調査測定計画について審議を行いました。この部会は全員の出席でございまし

た。本日は、部会でのこれらの審議結果についてご報告をいたします。 

 資料としては、まず資料ナンバー３になります。それから、次に資料ナンバー３―１のほ

うですが、県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則に定

める基準値の改正についてでございますけれども、部会で審議しました結果、その結果が適

当であるとして、事務局案のとおりとすることとして議決をしております。 

 次に、資料ナンバー３―２ですが、平成27年度公共用水域測定計画についてでございま

す。こちらもその内容について適当であるとしまして、事務局案のとおりとすることとして

議決をいたしました。これによりまして、来年度の公共用水域の測定計画は盛岡市の計画を

含めまして、県内で151水域の250地点におきまして、延べ2,587回の測定を行う内容となっ

ております。 

 次に、資料ナンバーの３―３、平成27年度地下水質測定計画についてです。こちらもその

内容が適当であるといたしまして、事務局案のとおりとすることとして議決をしておりま

す。概況調査におきましては、72の井戸において2,031項目の測定を、それから継続監視調

査では106井戸において419項目の測定を行いますとともに、新たな汚染が発見された場合に

は汚染井戸周辺地域調査を行って、周辺の汚染の現状も捉えるような内容になっております。 

 それから、最後に資料ナンバーの３―４の平成27年度ダイオキシン類調査測定計画につい

てですが、その内容は適当であるといたしまして、こちらも事務局案のとおりとすることと

して議決いたしました。平成23年度から28年度にかけて県内を一巡するローリング式で測定

を計画しておりまして、平成27年度には盛岡市及び国土交通省の計画を含めまして、県内の
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公共用水域38地点、地下水７地点、以上43地点の測定を計画しております。 

 以上、水質部会の御報告を終わります。 

〇大塚会長 

 ただいまの水質部会報告につきましてご質問等ございますでしょうか。 

〇渋谷委員 

 規制値についてはよくわからないのですけれども、生活環境保全のカドミウムとか排出基

準とか、かなり厳しくなってきていると思うのですけれども、この改正によって現在の水質

の状況を当てはめたときにクリアできないところが出てくるのか、細かいことはいいのです

けれども、概要で結構なのですけれども、どんな状況になりそうかということで教えていた

だきたい。 

〇松本環境保全課総括課長 

 環境保全課総括課長の松本でございます。ただいまのご質問は、資料ナンバー３―１の基

準改正の件と承ってよろしいでしょうか。 

○渋谷委員 

 はい 

○松本環境保全課総括課長 

 結論から言いますと、ほとんど影響ございません。１つは、もともとかなり厳しい条件の

中でやっているというところもあります。（２）の１，１－ジクロロエチレンについては改

正案の方が緩くなっているというようなこともございます。県の条例で横出しをしながらや

っているということもございまして、基本的には問題はないということでございます。 

〇渋谷委員 

 ありがとうございました。 

〇大塚会長 

 ほかに御質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

〇大塚会長 

 それでは、ただいまの水質部会報告は了承ということで、次に進ませていただきます。 

 次は自然・鳥獣部会報告を青井部会長様からお願いいたします。 

〇青井自然・鳥獣部会長 自然･鳥獣部会長の青井です。自然･鳥獣部会報告事項は１件でご

ざいます。 

 資料ナンバー４を御覧ください。自然・鳥獣部会では、鳥獣保護区特別保護地区の指定に

つきまして、平成26年10月24日付諮問され、審議をいたしました。これは、鳥獣の保護及び
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狩猟の適正化に関する法律の規定に基づく指定に当たり、自然環境保全法の規定により置か

れる審議会で、その他の合議制の機関においても意見を聞くこととされており、部会の意見

を求められたものでございます。お手元の資料ナンバー４の花巻温泉鳥獣保護区特別保護地

区の指定につきまして諮問があり、審議の結果、原案を適当と認める旨の答申を行いまし

た。なお、面積等の詳細につきましては配付資料を御覧願います。 

 以上、自然・鳥獣部会の報告を終わります。 

〇大塚会長 

 ただいまの自然・鳥獣部会報告の内容につきましてご質問等ございますでしょうか。よろ

しいでしょうか。それでは、自然・鳥獣部会報告を了承したということで、次に進ませてい

ただきます。 

 ４番目は温泉部会報告を越谷部会長様からお願いいたします。 

〇越谷温泉部会長 

 温泉部会長を務めております越谷でございます。それでは、温泉部会の結果について報告

させていただきます。 

 資料のナンバー５を御覧ください。温泉部会では、温泉に関する事項の審議を行うことと

なっております。今回ご報告いたしますのは、平成26年８月５日の審議結果についてであり

ます。温泉掘削許可申請案件、２件ございますが、医療法人真彰会理事長、坂本文明、整理

番号１―１及び横手清美、整理番号１―４について諮問があり、その内容を検討したとこ

ろ、既存の温泉の湧出量、温度等に影響を与えるものではないと認められましたので、許可

相当と答申しております。なお、整理番号１―１については住宅地における掘削であること

から、施工に当たっては騒音対策を十分に行い、夜間等には掘削を行わないなど周辺住民の

生活に配慮することを附帯意見としております。 

 温泉部会からの報告は以上でございます。 

〇大塚会長 

 ただいまの温泉部会報告につきまして御質問などございますでしょうか。よろしいでしょ

うか。それでは、温泉部会からの報告も了承ということで、以上４件の部会報告を終わらせ

ていただきます。 

 

５．そ の 他 

  （１） 平成25年度環境基本計画の進捗状況について 

  （２） 東日本大震災津波で発生した災害廃棄物処理の記録等について 



 

- 8 - 

  （３） その他 

 

〇大塚会長 

 それでは、次第の５、その他に移ります。ここでは事務局からの諸般の報告、説明などが

ございます。 

 それでは、（１）の平成25年度環境基本計画の進捗状況について事務局から説明をお願い

いたします。 

〇工藤環境生活企画室企画課長 

 資料のナンバー６―１、平成25年度の環境基本計画の主要施策の実施状況及び数値目標の

達成状況についてという資料がございます。皆様ご案内のとおり、この資料につきましては

昨年６月11日の第29回環境審議会において御報告しております。その時点では速報値という

形で報告をいたしておりましたが、今回統計資料等が整ったこともありまして、最新データ

に更新させていただいております。 

 主に更新になった部分を中心にご説明をさせていただきたいと思います。まず、１ページ

でございます。表の中に施策の方向として１から７までございまして、到達度ということ

で、標準到達レベル以上、合計欄42となっておりますが、前回は39でございましたので、３

項目増えたということになります。標準到達レベル未満、38と書いてございましたが、これ

が６月の時点では32でしたので、６項目増えたということでございます。未確定等について

は７ございます。昨年の段階では14ございましたので、幾らか統計が進んできたと御理解い

ただければと思います。 

 めくっていただきまして、実施状況、文章で書いている部分については一切変更ございま

せんで、表の中が若干変更になっております。３ページの表の中のナンバー12、13、15、17の

ところの現状値が若干更新されているということでございまして、例えば12番ですと６月の

時点で22.5回となっていたものが22.9、そして13番ですと29,141千であったものが29,627千

という形で数字が確定してきているというものでございます。 

 細かい数字を言ってもしようがないと思いますので、前回未確定であったもので今回数字

が確定したものを中心にお話をさしあげたいと思います。４ページをおめくりください。ナ

ンバー19、間伐実施面積、これ単位がヘクタールになっておりますが、前回報告の未確定と

されていたものがございます。現状地7,116ヘクタールということで、平成27年度の目標値

11,000ヘクタールに対しての進捗率としては64.7ということで、こちらは目指していた標準

到達レベルまでには到達しなかったため、黒星がついているということでございます。 
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 同様に、指標が確定しましたものでございますが、９ページをご覧ください。９ページの

下のほうの表で、ナンバー53から55が確定しております。ＢＯＤ、排水基準達成率、地下水

の環境基準達成率というものでございますが、98.2、100あるいは92.6という形で、標準到

達レベルに達したか達していないかということでいくと、２勝１敗という形になります。 

 続きまして10ページ、次のページになりますけれども、ナンバー59、土壌の環境基準達成

率、こちらも100％を目指していながら95.6％になったということで、到達度としては標準

到達レベルには達しなかったというものでございます。 

 それから、実はナンバー61につきましては前回の資料では100％であったのですが、精査

の結果98ということになりまして、白星が黒星に変わったというようなものもございます。 

 それから、14ページでございます。ナンバー85、間伐実施面積、これは先ほどのナンバー

19の再掲でございますので、省略いたします。 

 それから、ナンバー89と90、こちらグリーンツーリズム交流人口、これが450万人という

ことで確定しておりますが、こちらについては標準到達レベルを判断しない指標と設定され

ております。目標値を設定しないということにされております。 

 それから、その次の90番、体験型教育旅行受け入れ学校数、こちらにつきましては246校

ということで、目標値360に対して標準到達レベルにはちょっと達しなかったということで

黒星となっております。 

 指標の関係は以上でございまして、15ページに参考欄ですが、岩手県環境関連事業の内容

（決算）となっているかと思います。前回までは予算の状況を提示しておりましたけれど

も、実施状況でございますので、むしろ決算の額のほうが適切ということで、決算額あるい

は決算を通った事業数をもって掲載させていただいております。資料のナンバー６―２につ

きましても、タイトルは環境保全関連予算となっておりますが、一番右側のほうを見ていた

だくと、平成25年度、平成24年度の決算額という形で取りまとめさせていただいております。 

 今回の追加の報告事項については以上のとおりでございます。 

〇大塚会長 

 ただいま平成25年度の環境基本計画進捗状況について説明ございましたけれども、内容に

つきましてご質問等ございますでしょうか。 

〇篠木委員 

 いただいた資料６―１の一番初めの表のところについてお伺いしたいのですけれども、未

確定となっているところは、これは少し時間がたてば確定するようなところなのか、それと

も現年度が基準年になっているとか等々、そのあたり詳しい内容について教えていただけま
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すでしょうか。 

〇工藤環境生活企画室企画課長 

 基本的には時間がたてば確定するという指標でございます。ただ、ところどころ統計資料

の元データが公表されなくなってしまったとか、あるいは統計のとり方が変わってしまった

というようなものがありまして、それは県が持っているデータだけではなくて、いろんなと

ころのデータを使っているものですから、それでなかなか確定値がとれないということで難

儀しているものもございます。それがたしか１項目か２項目あったはずでございますけれど

も、それ以外につきましてはちょっと待っていただければ確定するというふうに理解してお

ります。 

〇篠木委員 

 ありがとうございます。 

〇由井委員 

 ４ページの上の19番、先ほどご説明がありましたけれども、間伐実施面積、今年１月ごろ

に緑の県民税の取りまとめとか、今後どうするかという委員会があったと新聞に載っていた

のですけれども、そこに間伐未実施面積がまだ１万ヘクタールあると新聞には載っていまし

た。きょうは農林関係の課長さんがおられないのでわからないのかもしれないですけれど

も、ここは事実確認をしてほしいと思うのですけれども。 

〇工藤環境生活企画室企画課長 

 私どもの部では詳細まで承知しておりませんでしたので、次回までに確認して御報告もう

しあげたいと思います。 

〇由井委員 

 ページ７、ナンバー37にイヌワシの繁殖率が載っております。平成25年が18.8％で、岩手

の約30つがいほどイヌワシがおりまして、18.8ということは６，７つがいが25年度にはイヌ

ワシのひなが育ったということなのですけれども、これは25年度ですけれども、26年度は来

年に出てくると思いますけれども、もう既にこれ新聞に載っていましたけれども、非常に繁

殖成績が悪かったです。２ひなしか出ないので、単純に言えば6.6％になります。ただ、非

常に年度変化がありますので、一喜一憂することは私はないのですけれども、昨年、26年度

の繁殖失敗の原因は、私、環境省との関係で調べておりますのでわかっているのですけれど

も、春先、ちょうど去年の今ごろ、豪雪と、それから強風で、卵を抱いた巣ごと、ひなや卵

が全部落ちたり雪に埋まったりしたものです。その原因はまだ分析はしていませんけれど

も、恐らく新聞にもよく載っていますけれども、地球温暖化が進めば暴風雪が多くなるとい
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う、それに符合していると思うのです。 

 では、県でどうするかというとなかなかすぐには対応できないのですけれども、中にいろ

いろ自然エネルギーの活用というのがありますので、鳥が当たらない例えば風力であればこ

れを推進する必要があると思っております。そのときに、去年の12月にフォーラムをうちの

会でやったのですけれども、高橋課長さんに来ていただいて、その際、その前後に県のほう

で風力適地に係る構想をつくるというお話を伺ったのですけれども、いつごろ出るとか計画

中とかおわかりでしょうか。 

〇高橋環境生活企画室温暖化・エネルギー対策課長 

 風力発電導入構想づくりをただいま進めさせていただいております。この中で色々な条件

を加味して、有望な候補地域を何地域か出したいと考えております。現在調査を実施してお

り、３月末までに取りまとめをする予定で形で今作業を進めております。今は調査の途上と

いうところでございます。 

〇由井委員 

わかりました。 

 風力関係でもう一つですけれども、前に環境アセスの委員会のほうでもお聞きしましたけ

れども、風車を建設するときに、風車というのは最近では80メートルとか100メートルくら

いと高さが高いのです。岩手県の景観条例というのは、八幡平付近が特別地区になってい

て、それ以外は普通地域か何かで、それでも高さ13メートル以上の建築物は届け出が必要で

あるというふうに書いてあります。風車は全部それより高いです。その場合、どんな地域で

も景観条例の届け出をしなければいけないかどうかというのは、もしわかりましたら今お答

えいただきたいし、担当課長さんおられなかったら後で教えてください。 

〇工藤環境生活企画室企画課長 

 この点についてはすぐ回答できないようでございますので、調べて御回答申し上げたいと

思います。 

〇浜津委員 

 ３ページのペレットの利用量、チップの利用量、ここでかなりの伸びを示しているよう

で、目標値は結構高い数値だと思います。それで到達度は非常に高いと。これの中に、もし

かして発電用のペレットやチップが入っているのかというのが、研究会の内部でもどうなの

だろうという話が出ていまして、それはどういう状態でしょうか。 

〇工藤環境生活企画室企画課長 

 こちらの統計は農林水産部のほうからいただいているものでございますけれども、農林水
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産部からの情報ですと発電用のチップも含めているというふうに聞いております。むしろ発

電用のチップが若干不足気味という話も聞いております。 

〇浜津委員 

 研究会としては発電のみに木質燃料を使うというのは非常に無駄が多くて、環境として

も、それから循環型社会をつくる上でも余りよろしいことではないのではないかという意見

が大勢を占めていまして、その場合にこのチップとか、ペレットも若干ウッディかわいなん

かで使っているらしいのですけれども、そこに含めて、それでこんなに使っているよと、地

球温暖化を抑制する・ＣＯ２を排出しない・カーボンニュートラルの木質燃料だよ、という

のは若干の問題があるのではないかと、そういう意見になっておりますが、その辺いかがで

しょうか。 

〇工藤環境生活企画室企画課長 

 そういった御意見について、まだ私のほうでは承知しておりませんでしたので、農林水産

部のほうと情報共有させていただきたいと思います。 

〇浜津委員 

 お願いします。 

〇生田委員 

 お伺いをしたいと思います。再生可能エネルギーの導入促進のところなのですが、防災拠

点等の再生可能エネルギー導入は今の進捗状況といいますか、進んでいるのでしょうか。ち

ょっとその辺を教えていただきたいと思います。 

〇高橋環境生活企画室温暖化・エネルギー対策課長 

 防災拠点への再生可能エネルギー設備は、太陽光発電と蓄電池がセットとなるパターンで

主に導入が進められています。この事業については、国の補助金を活用して平成24年度に基

金を設置して事業実施しているところです。平成24・25年度は、合計で160施設に導入が進

められております。今年度につきましても、鋭意市町村の公共施設を中心にして導入を進め

ているという状況でございます。 

〇生田委員 

 防災拠点というのは県内全部を考えておいでですか。 

〇高橋環境生活企画室温暖化・エネルギー対策課長 

 県内の防災拠点が幾つあるかということでございますけれども、27年度までの整備計画と

すれば約450施設への導入を計画しています。この450施設というのは、県内の避難所とか防

災拠点と言われるような施設等のうち大体二十数％くらいの割合になろうかと思っており
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ます。 

〇吉田基委員 

 今の再生可能エネルギーのお話でちょっと関連しまして、うちでも屋根に太陽光パネルを

設置したのですけれども、最近の新聞報道などによりますと、もう買い取りはちょっと待っ

てくださいという電気事業者が出ているという中で、やはり昼間発電した電気を用水ダムか

何かで蓄えておくというような施策を打っておかないと、いずれまたストップになってしま

うのではないかなと、これ以上エコエネルギーを買いませんということになるのではないか

という心配がありますので、県としてエコエネルギーを普及させるための電気事業者に対す

るバックアップをやっていくのかお伺いしたいと思います。 

〇高橋環境生活企画室温暖化・エネルギー対策課長 

 再生可能エネルギーの導入につきましては、固定価格買い取り制度の見直し等が行われ

て、新規の受け付け分から太陽光については500キロワット未満、いわゆる住宅用太陽光発

電も含めて出力抑制の対象になったところです。ただし、この見直しに当たっては、極力、住

宅太陽光発電には出力抑制の影響がないような形で取り進めると承知しております。連携可

能量の拡大が、今後の再生可能エネルギーの導入に対して非常に大きな課題だろうと思って

いますので、国に対し連系可能量の拡大に向けた送電網の拡充等について、これまでと同

様、今後も引き続き要望をしていきたいと考えております。 

〇大塚会長 

 それでは、私のほうから１点お伺いいたします。ただいま説明されました中の目標値とい

うのが一応目標年次が平成27年度ということで設定されております。これは現在の環境基本

計画が平成23年度から32年度の10カ年の計画期間ということで、前半の５年間ということ

で、今度４月から27年度、前半の最終年に入りますので、中間評価という形でこの目標値の

達成に向けて、先ほど白星、黒星というような説明ございましたが、例えば黒のついている

ものについては何か積極的に施策を打たれるというようなものが具体的にあったら教えて

いただきたいのが１点。 

 それから、中間評価ということで、今後32年度に向けた新たな目標値の設定をしていくと

いうことになると思いますけれども、例えば白星のものについてはさらなる高い目標値を設

定していくとか、あるいは黒星についてはちょっと見直して、到達するようなところにして

いくとか、具体的にどういった形で次の目標値の設定ということを考えておられるか、その

辺の考え方をお聞きしたいと思います。 

〇工藤環境生活企画室企画課長 
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 まず、黒星となっているものでございますけれども、12ページ、例えばの話でございます

が、76番の水生生物調査参加率というものがございます。こちらは子供たちのうちの８％ま

で水生生物調査に参加させていこうという指標でございまして、現段階ではまだ７％という

ことでございます。実はこれは全国的に見ますと非常に高い参加率でございまして、これを

さらに伸ばしていくというのはなかなか困難ではございますけれども、やはり学校の御協力

をいただかなければならない。これ以外にも例えば74番の地球温暖化を防ごう隊実施学校数

なんかもそうなのですけれども、教育現場に対するアプローチを強く進めていければもう少

し数字が上がっていくのではないか、そういう形の活動の考え方みたいなものを進めていく

というものが一つの改善策として考えられるかと思います。 

 そして、これは毎年毎年検証は進めているので、今回26年度の成果というものをこれから

調べさせていただきます。それを６月の審議会のほうに速報値という形でご報告させていた

だくと思いますけれども、そのようにして27年度までの検証をしていますと、時期がおくれ

てしまいますので、平成27年度以降の目標値といったものを再設定していくということを考

えております。その際には現在の目標値がこれでいいのか、国の色々な動きもあり、例えば

地球温暖化の問題も色々な動きが出てきておりますので、そういった動きと整合がとれてい

るのかどうかといった部分を検証いたしまして、改めて目標値を再設定させていただきたい

と考えております。 

場合によっては、今の環境学習の部分などについては少し重点的に見直しを進めるという

こともあり得るのではないかという形で、それは今度の６月以降に改めて環境審議会の皆様

に御相談させていただきたいと考えております。 

〇大塚会長 

 ありがとうございました。 

〇渋谷委員 

 この指標とは少し離れてしまうかもしれないが、先ほどの再生可能エネルギーの蓄えると

いう話もあるが、この計画にない話として、水素社会の構築というのが新しく、昨年トヨタ

がＭＩＲＡＩという車も出して、今年も他の会社で出すという計画になっています。再生可

能エネルギーで出した電気で水素を貯めてくるというような形でのやり方もこれから、かな

り先の話になるかもしれませんけれども、東京都では東京オリンピックのときに水素エネル

ギーのステーションをたくさんつけるとか、そういった動きが出てきているのですけれど

も、未来に向けた環境行政として、岩手県として水素社会に向けて今検討されているのであ

れば、その状況をお聞かせいただきたい。 
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〇高橋環境生活企画室温暖化・エネルギー対策課長 

 いわばＣＯ２を排出しない究極のエコエネルギーということで、燃料電池自動車について

非常に私どもも注目しておりました。いずれこの燃料電池自動車、あるいはこれまでも普及

に努めておりますエネファームなどの燃料電池、コージェネレーションということになりま

すけれども、新たなエネルギーの民生利用の部分がかなり期待できるようになってきたと思

っておりましたので、この辺については今後十分な情報収集をしながら調査研究をしていき

たいと思っております。 

〇大塚会長 

 今ちょっと出た話題ですけれども、水素燃料電池車、岩手県で持ちたいと思っても水素ス

テーションが全くないということで、現実的ではないのですが、こういったものが急速に進

むと、例えば岩手県でも県としてそういったインフラ整備とかという方向性が出てくる

と、もしかしたら32年度までの目標に新たにそういったことも加わることも可能性としては

あると考えていいのでしょうか。 

〇工藤環境生活企画室企画課長 

 まだ今の段階でどうこうということは、確定的なことは言えないとは感じております。ど

れだけそういった水素エネルギーですとか燃料電池車というものが普及してくるのかとい

ったものをパイロット的に計画目標として入れるというよりは、ある程度普及し始めた段階

で入れ込んでいったほうがより現実的なのではないかなとは思っております。それが向こう

５年見越してどうなのだというのは、大変申しわけないですけれども、私今の段階では何と

も申し上げられないと思います。 

〇大塚会長 

 多分27年度の見直しの段階ではですが、32年度位になるというような形に変わっている可

能性もありますが、その辺は状況を見ながらということになろうと思います。 

 そのほか、委員の皆様からよろしいでしょうか。それでは、ただいまの事項につきまして

は以上とさせていただきます。 

 それでは、その他の２番目ですけれども、東日本大震災津波で発生した災害廃棄物処理の

記録等について説明をお願いいたします。 

〇佐々木廃棄物特別対策室災害廃棄物対策課長 

 ただいま御紹介いただきました東日本大震災津波で発生した災害廃棄物処理の記録等に

ついて、資料ナンバー７を用いて御説明させていただきます。 

 まず災害廃棄物処理の状況につきましては、前回の審議会において御報告したところでは
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ございますが、本年度行っていた事業、取組が終了いたしました。そこで、今後も起こり得

る巨大災害等への備えといたしまして、私たちの取組みから得られた知見とか提言などにつ

いて広く情報発信していきたいと考えております。これが重要だと考えております。 

 そこで、今月末をめどに記録誌を冊子にまとめ、また県のホームページで公表する予定で

おります。委員の皆様にはこの冊子、記録誌ができた時点で送付させていただきたいと考え

ております。 

 本日は、お手元の資料ナンバー７の記録誌の概要版を用いまして、災害廃棄物処理の記録

や提言などについて御報告したいと思います。 

では、資料ナンバー７を御覧ください。まず、１番目に岩手県の処理の特徴と書かれてあ

ります。隣に黒いかぎ括弧で章ナンバーが付されているところがございますが、これが記録

誌の章ナンバーと合っておりますので、後日送付致します記録誌と合せながら御覧いただけ

ればと思います。また、記録誌の冒頭には本日の配布資料と同じ概要版がついております。 

 １つ目の丸のところでございますが、本日御出席いただいています滝沢市さんを初めとし

まして県内内陸市町村の施設や県外自治体での処理、そして応援職員の派遣、国の調整な

ど、各方面から多大な御協力をいただきまして、災害廃棄物の処理を３年間で終了できまし

た。 

 ３つ目の丸のところでございますが、平成26年３月末時点で災害廃棄物の処理を基本的に

終了しました。この災害廃棄物というのは、道路や住宅の周り、公共施設の周りに散乱し私

たちが生活していく中で支障のあるものを撤去していったということでございます。平成

26年４月以降におきましては、これらの災害廃棄物を処理した設備の解体、撤去を行うとと

もに、復旧事業の前倒しとしまして、海底から津波によって市内にまき散らされた土砂に廃

棄物がまざっているというようなものを津波堆積土と我々呼んでいますが、この津波堆積土

の処理、特に農地に堆積したもの、これも一緒に災害廃棄物処理の設備を利用して行ったと

いうことがございます。 

 この資料７の５ページ目を御覧いただきますと、図表があって各処理施設が書いています

が、横にしていただくと、右下に４番として復興資材化と書かれております。この復興資材

化と書いてある隣のところに陸前高田市の土壌分級設備の写真がございます。この設備で

は、津波堆積土を土と廃棄物に分ける作業をしておりましたけれども、あわせて陸前高田市

の農地に堆積した津波堆積土の処理も行ったところです。これも引き続き今年度行ったため

処理量が増えたということです。ただ、この設備も既に解体、撤去済みで、処理が終了して

おります。 
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 こうした事業を行いました結果、最終的に本県の災害廃棄物の処理量は618万トンになり

ました。１ページ目にお戻りください。618万トンに災害廃棄物の量が確定したということ

です。 

 次に、２番のどのような災害廃棄物を処理したかというところでございますが、災害廃棄

物の全体量における85％が不燃系廃棄物、いわゆる燃えないごみ、燃やせないごみでござい

ます。これらの災害廃棄物につきまして、下に２つありますが、下側のグラフのとおり、グ

レーのところでございますが、88％に当たる545万トンを復興工事の資材として利用した

り、セメントの原料や燃料として用いる、いわゆるセメント資源化として処理を行ったりし

たということでございます。 

 次に、４ページ目を御覧ください。このように災害廃棄物を処理しましたが、それを通じ

て得た教訓などを今後起こり得る巨大災害のときに生かしていく必要がありますの

で、国、特に災害廃棄物を所管する環境省ですとか他県の自治体などに提言をしていきたい

と考えています。その幾つかをここに掲げておりますので、まとめて御紹介します。 

 この度の災害廃棄物処理におきましても、国、県、市町村などの連携のもと処理ができた

と考えておりますが、今回の災害の発災時には本県にはそういう大規模災害に対応する備え

がありませんでした。特に災害廃棄物の処理業務についてかなり混乱を来した状況にござい

ます。 

 そこで、こうした大規模災害の際にも速やかに関係機関が協力して処理が行えるよう、国

にリーダーシップをとっていただいて、発災当初から国、県、市町村などが相互に連携し

て、それぞれの責任を果たせるような体制整備を図る必要があると考えています。 

 そこで、国においてはそのような制度整備をしていただくということ、そして地方自治

体、本県のほか各都道府県、巨大災害が起こり得ると言われている地方自治体におきまして

は、その地域で巨大災害が生じたときの初動対応も含めまして、計画ですとか対応の手順で

すとか、そういったものを整備する必要があると考えております。 

 また、最終処分場における埋立容量というのはどちらの都道府県でも少ないという状況に

ありますので、こういう巨大災害の発生時におきましてもリサイクルが可能なように、国に

おきましてはその技術開発だとか、リサイクル製品についての安全基準をつくるなどの制度

整備が必要と考えています。 

 本県といたしましては、来月開催される国連防災世界会議など、さまざまな機会を捉えま

して情報発信を行って、国や地方自治体、ひいては世界に向けまして、本県が経験し、今後

の備えとして必要なことを提言あるいは報告していきたいと考えております。 
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〇大塚会長 

 ただいまの災害廃棄物処理の記録に関する説明につきましてご質問等ございますでしょ

うか。 

〇篠木委員 

 ご説明ありがとうございます。私が参加しております別の会議でも時々この災害廃棄物処

理の話を伺う機会がありまして、そこで参加している皆さんが非常に関心を持っているにも

かかわらず、なかなか現状が皆さんわからないということで、こういった情報発信というの

は非常に役に立つことだというふうに思います。 

 この情報発信の仕方なのですけれども、個人的には書籍にしてもよろしいのではないかと

いうぐらいの気持ちでおりますが、これはホームページで全ての章が公開されると、無料で

どなたでも見ることができると考えてよろしいでしょうか。あと、英語版等々の発行など

は、そういう機会を考えていらっしゃるか、そのあたりについて教えていただければと思い

ます。 

〇佐々木廃棄物特別対策室災害廃棄物対策課長 

 ホームページには分割して全部載せますので、全てダウンロードできるという形になりま

す。少し量が多いのですが、180ページぐらいのボリュームを予定しております。 

 英語版は、これを翻訳するというのはなかなか難しいので、国連防災世界会議の時にはこ

の５ページ目のような絵をパネルにして掲示したりとか、そういった形で概要を英語にする

ところはございますが、全編を訳していくということは今のところ考えておりません。 

〇由井委員 ここでは直接関係ないような気もしますけれども、昨年のこの審議会に出てお

りませんので、経過がちょっとわからないのですけれども、県南部で震災に伴うというか、福

島の原発事故を受けて、放射性物質に汚染された廃棄物がたくさんあって、今処分に苦労し

ておられると思うのですけれども、福島県などで高レベルのそういったもの、立米当たり

8,000万ベクレルですかね、それを別途中間貯蔵施設というのをつくって処理するようなシ

ステムが動き出しているのですが、岩手県においてはたしか各市町村にそれを任せていると

思うのです。多分放射性レベルが低いからだと思うのですけれども、それは本環境審議会に

は全く関係ないことなのか、あるいはもう一つアセス審査会がありますけれども、そういう

ほうでも全く本県とは関係ないことなのかどうかだけをお教えください。 

〇大泉資源循環推進課総括課長 

 福島原発事故に伴う放射性物質で汚染され、県内で特に問題になっているのが農林業副産

物であったり、あるいは道路側溝の汚泥だったりするわけでございます。それで、先ほど福
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島の中間貯蔵のお話が出ましたけれども、基本的に国はキログラム当たり10万ベクレル超の

高濃度のものが福島県におきましては大量に発生しているということで、中間貯蔵施設を福

島県の場合は設けるというふうな考え方で今進められているわけでございます。本県の場

合、10万ベクレルを超えるようなものというのはまず、ないとは言いませんけれども、恐ら

くほとんど量としてないのではないかと思います。現在県内部でも道路側溝汚泥に、一時局

所的に高いというところがあったと聞いておりますけれども、恐らく今のレベルではキログ

ラム当たり100から1,000のオーダーですので、既存の廃棄物処理施設を利用して着実に処理

を進めるというのが国の方針でございますので、本県もそれに沿って市町村と協力をして処

理を進めようとしているところでございます。 

 当審議会との関係ということでございますが、今ご説明したような状況から、廃棄物処理

法、それから特別措置法、これに従って通常の廃棄物処理とほぼ同じように進めていくとい

う考え方でございます。 

〇大塚会長 そのほかございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、こういった

記録が間もなく情報発信されるということです。 

 

 それでは、その他の（３）がその他ということになっております。事務局から特にござい

ませんか。 

〇工藤環境生活企画室企画課長 

 特にございません。 

〇大塚会長 

 それでは、委員の皆様からこの際何か発言等ございましたらお受けしたいと思いますが。 

〇中村委員 

 資料のナンバー６だったか、環境基本計画の件ですけれども、これは見直しは近々やられ

るのかというのが１つ。なぜかというと、要するに進捗状況、先ほど来質問にも出ていると

思ったのですけれども、分母と分子の関係がちょっとそごしているところがあると見受けら

れたので、検証が必要ではないかと思います。というのは、今まで河川の生物調査は子供だ

けを対象にしている。今私がやっている自然生塾というのは60歳以上の人たちが参加者でや

っていて、そういう中でもやっぱり関心は高い。そういう意味では、水質にかかわる生物を

ベースにした捉え方というのは子供も大人もなく広がっていいのではないかと思います。そ

ういうところでどのぐらいの県民参加率があるかとかといった方がいいのではないかとい

うのが１つ。 
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 それと、河川改修に伴って多自然型川づくりとかという表現が出ていて、かなり河川改修

工事が行われているが指標化はできないという結果表示になっています。これも私から言わ

せると意欲的に県の土木行政の中では取り組まれているし、その中で移さなければならない

そういった魚や植物が出てくると、地域の子供たちを交えて行事を組んだりして取り組んで

いる例も見聞きしています。 

 もう一つ、統計的な資料収集と、それによって結果公表という枠組みの中でやられている

ので、特にそのことについて注文はないのですけれども、せっかくの県行政です。国の行政

ならともかく、県あるいは市町村に近いということを言うと、もっとある意味ではアナログ

的な情報収集と、その整理によって、今の岩手県の進んでいる方向がどうだとかという捉え

方がいいのではないかと思いましたので、見直しの機会に何かそういうことを議論してほし

いということです。 

〇工藤環境生活企画室企画課長  

 見直しでございますけれども、この計画が平成23年度から32年度まで10年間の計画という

ことで、来年ちょうど５年目ということで、この指標を見直すということにしておりますの

で、今お話のあった参加率ですとか河川の改修率、こういったものをこのまま持っていくの

か、あるいはまた別の指標にかえるのかといった部分も含めて、平成27年度にこの審議会に

提案させていただくことになると思います。その際に一番留意しなければならないというの

は、毎年毎年検証していくものでございますので、正しい数字がきちっと得られるか、ある

意味１，２年でなかなか捉えられないような指標だったりしますと、毎年ローリングするの

が非常に困難でございますので、正しい数字をおさえて、それのトレンドといいますか、傾

向を見ていくというふうな指標を選定していくのがいいと思います。県民の参加率をどうや

ってとれるのかというあたりも含めて、指標のとり方や統計のとり方を工夫していきたいと

考えております。 

〇吉田基委員 

 資料６―２のところに、里地里山など身近な自然環境の整備・保全とふれあいの推進があ

り担当課がちょっと抜けているような感じなのですが、今ちょうど三陸の海が復興中ですの

で、ぜひここに里海という概念を入れていただきたいと思っていまして、海中の緑化といい

ますか、そういった自然豊かな、多様性豊かな海づくりをしていこうという概念を入れてい

ただいて、豊かな三陸の海の復旧ということを関係課が協力をして進めてほしいという、こ

れは要望です。よろしくお願いします。 
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〇工藤環境生活企画室企画課長 

 承知いたしました。 

〇大塚会長 

 ほかございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、その他も終わりまして、以上で議事等を終了させていただきます。御協力あり

がとうございました。 

 

６．閉    会 

 

〇工藤環境生活企画室企画課長 

 以上をもちまして本日の審議会の全てを終了いたします。長時間にわたりどうもありがと

うございました。 


